
 

当金庫のインボイス発行について 

 

主なお取引等 発行するインボイス等 

１．店頭でお支払いいただいている各種手数料 

・残高証明書発行手数料 

・両替手数料 

・融資関係手数料 

・振込手数料 

※都度、店頭でお支払いいただく手数料も含みま

す。 

●インボイスの要件を満たした「領収書」を交付いた

します。 

※窓口設置のタブレットで「通帳」または「キャッ

シュカード」でのご利用いただいた取引は下記「イ

ンボイス管理票」で対応させていただきます。 

※「領収書」の再発行は致しかねますので、お取扱   

いにはご注意下さい。 

２．口座振替等でお支払いいただいている各種手数料 

・口座振替手数料 

・自動送金振込手数料 

・貸金庫利用手数料 

・夜間金庫利用手数料 

・残高証明書発行手数料（継続発行） 

・インターネットバンキング基本手数料、 

振込手数料（アンサー、伝送サービス含む） 

・でんさいサービス関連手数料 

・両替機利用料 

・その他（口座より自動引落される手数料） 

※後日まとめてお支払いいただく手数料も含みま

す。 

●「インボイス管理票」を発行いたします。 

※インボイスの発行をご希望されるお客様に対して

発行いたします。 

※発行には発行依頼書のご記入が必要となります。

通帳・ご印鑑をご持参のうえ、ご依頼お願いいた

します。 

 

 

 

3．ＡＴＭでの各種手数料 

・ＡＴＭご利用手数料 

・ＡＴＭでの振込手数料 

 

●「ご利用明細」等の様式に変更はございません。 

※3 万円未満のＡＴＭの手数料は、「自動販売機及び

自動サービス機により行われる商品の販売等（自

動販売機特例）に該当し、インボイスの交付義務

が免除されております。 

インボイス制度(適格請求書等保存方式)における適格請求書（インボイス）の発行につきまして、 

上記の通り対応させていただきますので、お知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

インボイス発行依頼について 

 

＜口座振替等でお支払いいただいている各種手数料について＞ 

・預金口座より自動引き落としでお支払いいただいている各種手数料につきましては、インボイス

の発行を希望されるお客様に対して「インボイス管理票」を発行いたしますので、当金庫既定の

様式（インボイス発行依頼書）に必要事項をご記入のうえご提出ください。 

 

   

※インボイス管理票の発行にはお時間を頂戴する場合がございますので、予めご了承下さい。 

 

 

定例発行に関しましては、下記の通りとなっております。 

 

発行開始年月について 

＜例：発行開始年月を２０２３年１０月でご記入いただいた場合＞ 

・毎  月：      １０月分を１１月末作成、１２月発送 

・３ヶ月毎：   ８月～１０月分を１１月末作成、１２月発送 

・６ヶ月毎：   ５月～１０月分を１１月末作成、１２月発送 

・１ 年 毎：前年１１月～１０月分を１１月末作成、１２月発送 

 

※発行可能期間は 2023 年 10 月 1 日（インボイス制度開始日）以降となります 

 

 

 



 

中栄信用金庫 御中　【取扱店：　　　　　　　店】
「インボイス発行依頼書」について、次のとおり発行を依頼します。

●留意事項

〒

印

お申込み印

ＴＥＬ

フリガナ

4

3

2

1

店番

取引内容

受付ＯＰ検印

インボイス管理取引

項番

10-012

OP

統一顧客番号 55-060

顧客番号

イ ン ボ イ ス 発 行 依 頼 書 

おところ

おなまえ

フリガナ

年　　月取引分から 発行開始年月
（ご記入いただいた月のお取引分を含めた前月の明細が出力されます）

●お申込み区分

●作成開始年月日（お申込み区分が「都度発行」の場合のみご記入ください。）

●発行内容（お申込み区分が「定例発行〔□新規　□変更〕」の場合のみご記入ください。）

お申込日(西暦) 20     年     月     日

□都度発行 定例発行〔□新規　□変更　□解約〕

 作成開始年月日

 お申込み区分

　　　　年　　月　　日　　　～　　　　　年　　月　　日

（金庫使用欄）

 発行周期 □１年毎□６ヶ月毎□３ヶ月毎□毎月

１．こちらのインボイスに関しましては、お客様の手数料に係るお取引を記載しております。
　　既に窓口で発行済みのインボイスも含まれますので、二重経理にご注意下さい。

２．手数料金額が３万円未満のＡＴＭでのお取引につきましては、「自動販売機及び自動サー
　　ビス機により行われる商品の販売等　（自動販売機特例）」に該当し、インボイスの交付
　　義務が免除されておりますので、インボイスの発行はございません。
　　また、「インボイス管理票」への記載もございません。

３．対象期間に明細がない場合は、「インボイス管理票」の発行は行いません。


